
り
I 、

､

一宮構大庄屋邸跡

写
真
は
、
江
戸
時
代
に
津
山
藩
の
大
庄
屋
を
務
め

た
東
一
宮
の
中
島
家
の
屋
敷
跡
で
す
。
津
山
藩
の
大

庄
屋
は
戦
国
時
代
、
在
地
の
地
侍
で
あ
っ
た
家
が
多

く
、
こ
の
中
島
家
も
そ
の
中
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
の
際
、
領
主
の

宇
喜
多
秀
家
に
従
い
朝
鮮
半
島
で
戦
っ
た
と
伝
わ
っ

て
お
り
、
こ
の
地
区
内
に
は
、
そ
の
際
討
ち
取
っ
た

敵
兵
の
耳
を
祀
っ
た
「
耳
地
蔵
」
や
、
連
れ
帰
っ
た

人
の
墓
と
い
わ
れ
て
い
る
「
唐
人
墓
」
な
ど
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

津
山
藩
の
大
庄
屋
は
数
ケ
村
か
ら
加
数
力
村
、
石

高
に
し
て
約
２
千
～
８
千
石
の
地
域
を
管
轄
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）
に
作

ら
れ
た
「
大
庄
屋
印
鑑
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
島

家
は
屋
敷
が
あ
っ
た
東
一
宮
村
を
含
め
、
現
在
の
山

方
や
上
横
野
、
下
横
野
な
ど
ｕ
ケ
村
を
管
轄
し
て
い

ま
し
た
。

現
在
、
中
島
家
は
津
山
の
地
か
ら
離
れ
て
お
り
、

そ
の
屋
敷
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
跡
地
の
一

部
は
「
中
島
遊
園
」
と
し
て
整
備
さ
れ
、
地
元
住
民

の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
梶
村
）
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９
月
釦
日
東
庁
舎
１
階
Ｅ
１
０
１
会
議
室

ま
ず
、
令
和
元
年
度
の
編
さ
ん
事
業
の
進
捗
状

況
と
、
執
筆
者
の
変
更
、
予
算
な
ど
に
つ
い
て
事

務
局
か
ら
報
告
し
ま
し
た
。
「
津
山
市
史
研
究
』

５
号
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
今
年
度
発
行
す
る

予
定
で
あ
る
が
、
本
編
で
あ
る
資
料
編
『
考
古
』

の
印
刷
を
最
優
先
に
考
え
て
お
り
、
資
料
編
『
考

古
」
印
刷
金
額
確
定
後
、
『
津
山
市
史
研
究
』
５

号
発
行
事
務
を
開
始
す
る
旨
を
説
明
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
今
年
度
刊
行
予
定
の
資
料
編
『
考

古
」
に
つ
い
て
、
原
稿
は
そ
ろ
っ
て
お
り
、
こ
れ

か
ら
入
札
準
備
に
入
る
現
状
を
報
告
、
こ
れ
に

対
し
て
委
員
か
ら
、
民
話
編
が
出
た
後
、
発
行
の

実
績
が
な
い
の
で
、
何
と
か
実
績
を
こ
こ
で
挙
げ

て
、
刊
行
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
と
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
資
料
編
『
古
代
。
中
世
』
の
頁

数
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
、
今
後
の
刊
行
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。

最
後
に
、
建
造
物
や
美
術
工
芸
品
な
ど
に
つ
い

て
、
事
務
局
で
案
を
出
し
、
議
論
し
て
い
く
こ
と

て
、
事
務
局
で
《

令
和
元
年
度
第
１
回

編
さ
ん
委
員
会

に
な
り
ま
し
た
。

一一 一 里一一 一q

露帥
濫
腱
陶
砂＝

駕
煙 禁

煙
封
■
車

證

琴－ 1＝
ｆ
４
ｆ
ｒ
ｌ
も
ｒ
８ １

１

Ⅱ
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅲ
典
誇
璽
壷

~

I

夢毫轌
1

－A，

可

罰
ワ

ｌ
ヨ
』
壷
厚
７

＝

＝

１
１ 産一

〕

編さん委員会のようす

中
世
部
会

古
代
部
会

（
部
会
長
率
狩
野
委
員
、
副
部
会
長
や
今
津
委
員
）

自
然
風
土
・
考
古
部
会

（
部
会
長
心
河
本
委
員
、
副
部
会
長
》
可
児
委
員
）

自
然
風
土
・
考
古
部
会
で
は
、
令
和
元
年
度
に
資

料
編
『
考
古
』
を
出
版
す
る
運
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。

執
筆
は
事
務
局
職
員
の
ほ
か
に
岡
山
県
内
で
埋

蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
を
担
当
さ
れ
て
い
た
元
職

員
の
方
々
を
中
心
に
賜
名
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。
津
山
市
内
の
旧
石
器
時
代
か
ら
近
世

に
い
た
る
２
０
０
以
上
の
遺
跡
が
網
羅
さ
れ
、
各
遺

跡
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
中
に
は
未
発
表
資
料
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
後
の
出
版
物
と
し
て
は
自
然
風
土
を
含

め
た
通
史
編
が
あ
り
ま
す
。
通
史
を
通
し
て
津
山
の

歴
史
を
少
し
で
も
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
期

待
し
て
い
ま
す
。

（
部
会
長

帥
会
長

韮
久
野
委
員
、
副
部
会
長
塁
別
原
委
員
）

古
代
・
中
世
部
会
は
資
料
編
『
古
代
・
中
世
』
出

②
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（
部
会
長
魂
定
兼
委
員
、
副
部
会
長
唾
在
間
委
員
）

今
年
度
は
近
世
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
郷
士
博
物

館
が
耐
震
工
事
中
で
、
調
査
を
行
い
に
く
い
状
況
で

し
た
。
年
度
末
に
部
会
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
も
あ
り
、
開
催
を
見

合
わ
せ
て
い
ま
す
。
来
年
度
は
博
物
館
が
再
オ
ー
プ

近
世
部
会

版
に
む
け
、
６
月
別
日
に
合
同
部
会
を
開
き
原
稿
の

進
捗
具
合
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た
。

部
会
員
の
方
々
に
は
、
引
き
続
き
資
料
編
の
作
成

を
進
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

近
現
代
部
会

（
部
会
長
》
在
間
委
員
、
副
部
会
長
率
香
山
委
員
）

７
月
に
民
俗
部
会
と
の
合
同
部
会
を
開
催
し
て
情

報
交
換
を
行
い
ま
し
た
。
同
日
、
部
会
も
開
催
し
、

通
史
編
の
執
筆
分
担
や
資
料
編
の
章
立
て
、
解
説
に

つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
多
胡
家
所
蔵
資
料
の
仮
目

録
が
完
成
し
、
現
在
執
筆
者
各
自
で
資
料
調
査
や
資

料
編
掲
載
候
補
の
選
択
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ン
す
る
の
で
、
調
査
を
進
め
る
予
定
で
す
。

各
地
域
を
回
る
ロ
ー
ラ
ー
調
査
の
ほ
か
、
産
業
や

食
、
畜
産
な
ど
の
個
別
調
査
も
進
め
て
い
ま
す
。

（
部
会
長
塁
削
原
委
員
、
副
部
会
長
》
安
倉
氏
）

７
月
に
近
現
代
部
会
と
の
合
同
部
会
と
、
民
俗
の

単
独
部
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

合
同
部
会
で
は
、
各
部
会
が
蓄
積
し
て
い
る
情
報

を
共
有
で
き
る
よ
う
に
協
議
し
ま
し
た
。
民
俗
の
単

独
部
会
で
は
、
章
立
て
案
の
作
成
や
、
調
査
成
果
の

報
告
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
皿
月
に
赤
坂
健
太
郎
氏
を
部
会
に
お
迎
え

令
和
元
年

編
ざ
ん
事
業
の
経
過

民
俗
部
会

平
成
別
年

編
さ
ん
事
業
の
経
過
（
平
成
訓
年
３
月
～
）

し
ま
し
た
。

６
月
豹
日

７
月
岨
日

３
月
「
市
史
だ
よ
り
」
第
Ｍ
号
発
行

４
月
恥
日
編
さ
ん
室
事
務
局
連
絡
会
議

古
代
・
中
世

近
現
代
・
民

近
現
代
部
会

中
世

民
俗
部
会

合
同
部
会

・
民
俗
合
同
部
会

令
1 1和12 12 11 9 9
月月 2月月月月月
25 14年25 21 1630 14
日 日 日 日 日日 日

○
民
俗
部
会
に
、
如
月
か
ら
新
た
に
左
の
方
が
加
わ

り
ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

赤
坂
健
太
郎
民
俗
担
当

美
作
学
講
座
第
１
回

第
１
回
編
さ
ん
委
員
会

美
作
学
講
座
第
２
回

編
さ
ん
委
員
長
と
協
議

編
さ
ん
副
委
員
長
と
協
議

編
さ
ん
委
員
長
と
協
議

美
作
学
講
座
第
３
回
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津山市教育委員会(生涯学習課)･美作大学共催

美作学講座一津山市史関連研究から‐
毎年度好評の「美作学講座」を今年度も3回開催しました。聴講してくださった方々から、毎回アン

ケートをいただいています。今号は、講座の内容と合わせて、アンケートの内容を掲載させていただき、

最新の研究結果が市民の皆様に届いているようすを市民の皆様の声と併せてご紹介します。

令和元年9月14日 （土）

｢民具から見た津山のくらし」安倉清博氏第利回

第1回目は、津山市史民俗編執筆者の安倉清博氏を講師に迎え、 「民具から見た津山のくらし」

をテーマにお話しいただきました。

民具と聞いて、どのようなものを想像するでしょうか。なつかしさを感じる道具を思い浮かべ

るかもしれませんが、単に古い道具というわけではなく、民俗学の観点から、 「日常生活の中で人

間の手によって作り出されたものであり､人間の手足によって使用されるもの｣を民具と呼びます。

今回のご講演では､津山市内に存在する民具について､写真を交えて解説をいただきましたので、

よりイメージしやすかったのではないでしょうか。同じ津山市内の民具でも、隣接する県との関

係や、気候や生業との関わりがうかがえ、それぞれ違った特色が見えました。

当時の暮らしぶりがうかがえる民具ですが、その展示は全国的に似たようなものになってしま

うこと、専門の学芸員が少ないこと、普段の生活に直結したもののため見栄えがしないという認

識を持たれてしまうこと、等の傾向が見られます。また、民具に限らず民俗分野全体において、

私たちが日々過ごしている日常は意図して残されないという課題があります。

民具のこれからとして、現代の生活に欠かせない道具や製品を民具と定義してよいかという点

は、大きな課題になるということです。また、現在の私たちの生活が、未来の人たちにどう評価

されるか、どう残してい

くかは考え続けなければ

なりません。そして、こ

うした資料は、残そうと

しなければ消えてしまい

ます。現在を生きる私た

ちが、意志をもって残そ

うと努力することの重要

性を強調して、ご講演を

締めくくられました。

■ 筐

~F 『一=－－－－－－－－－－

｢民具から凡た津山のくらし
風月鋤日鄙員

一
藁

■
■
■
１
１
■星

『
配

■
■
■Ｌ

第1回会場のようす
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■アンケートより

民具について、認識をあらたにしました。問題提起もあり、とても考えさせられました。

ありがとうございました。

普段、光の当たりにくい民具に対して、勉強でき大変有意義でした。特に、当地で改良・

発展していった農具があることに感心しました。ありがとうございました。

地域性によって道具類も異なるといった点、また近くの資料館に足を運んでみたいと思

いました。展示品について我々の年代には懐かしいものですが、また改めて新しい発見

が今日の講座でありました。文化財として、見方･考え方･テーマをもって、関心をもっ

て見ることの大切さを勉強いたしました。

民俗学の中で、特に民具についての話は初めてだったので、民具から地域の特性を話し

ていただいてありがたかった。

民具のとらえ方は参考になりました。

鉄製品（大工道具、山仕事の道具など）に興味があります。写真資料で沢山見せて頂い

てありがたかったです。

民具から見た先人のくらしの様子や知恵がよくわかりました。

江戸時代よりもっと古い戦国のころへ戻る民具もあり興味深かった。子ども時代の道具

もあり懐かしかった。

とても素晴らしい内容でした。昔の生活を思い出しました。津山市史を楽しみにしてお

ります。

新しいものばかりふだん目を向けている自分を反省しつつ、祖父母や父母が日常つかっ

ていた道具を懐かしく思い出し、民具を子供達に伝えていかねばと思いました。

民具について、どうとらえて、どう収集しておくかを考えさせられました。大切にして

おくべきものを考えてみます。

民具の話、興味深い、また聞きたい。将来、未来への民具は考えさせられる。

民具は紙の資料と比較して、場所をとるので保存しにくいと思った。また、継続的な民

具の変化ということも理解がない（少ない）ので、むずかしいのですね。研究者が育っ

ていないのですね。子供たちに知らせて、見せて、残していくことが、大切なのではと

思いました。現物がないとわかりませんものね。ふ－んで終わらせない見せ方、心に残

し方が必要だと意識しました。
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令和元年11月16日’
第2回 ｢吉井川の高瀬舟」森元 純一氏

本年度2回目の美作学講座は、

｢吉井川の高瀬舟」と題して、森元

純一氏にご講演いただきました。

はじめに、ご自身が和気町で整

備に携わられている旧大國家につ

いて紹介されました。旧大國家は

高瀬舟と酒造により財をなし、地

主となった家です。

続いて、池田家文庫「御留帳御
第2回会場のようす

船手」などの古文書を読み解くこ

とによって、いままであまり明らかになっていなかった森家時代における美作の高瀬舟について

紐解かれました。

津山藩では､延宝6年(1678)頃年貢米を運搬するにあたり､｢四川｣を利用していました。しかし、

｢四川」の事情はそれぞれ異なりました。

森家が津山へ入ってすぐの時期、金岡に蔵本が置かれますが、元和元年ころに金岡の蔵本が廃

止となったのち、寛永15年（1638）ころ復活、寛文初期ころには西大寺でも蔵本が仰せつけられ

ていることを明らかにされました。

つぎに、玉置家文書「津山河岸船方古今徒」から、貞享4年（1687）には年貢米を順番に廻り

積をしていたこと、他国船には積ませなかったことがわかりました。ただし、備前の田原舟は例

外でした。田原舟は森家が入国したとき石や材木を積んだ功績により津山の荷物を積むことが許

されていたと伝えられています。

高瀬舟経営に関する資料は、高瀬舟の経営母体が個人であることから残りにくく、古文書だけ

ではわからないことが多くあります。田原付近の事情については、聞き書きを用いて説明されま

した。吉井川の高瀬舟は、3人乗りで、下り1日上り3日、 もやいで上ることもあったようです。

農繁期は川の水量が減り井堰が難所となり、田原では井堰の通行を巡って、 「田原」対「川上」の

構図で争いました。この争いは美作と備前という国意識が強くあったのではないかと指摘されま

した。

おわりに、現在の研究は、流通から物流へと視点が変化しており、誰がどのように物を運んだ

のかということが明らかにされつつあることについて言及され、ご講演を締めくくられました。

臨場感あふれるご説明をしていただき、堅苦しく感じられる古文書もより身近に感じられ、皆

さん熱心に聴き入られていました。和気町、美作市、瀬戸内市など、遠方から来られた方もあり、

高瀬舟の関心の高さを感じました。
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■アンケートより

水運の面白さが良くわかりました。

田原井堰がおもしろい。

大変興味深くおもしろい内容でした。流通から物流への視点の転換、これも新しい気づ

きでした。

舟の上り下りの様子がリアルに伝わってきました。古い写真も探して大切にしておきた

いものです。

高瀬舟の積荷について具体例でよくわかった。資料を活用しての話でよかった。

古文書・地図・写真とかゆい所に手が届いた御講演ありがとうございました。

長期に高瀬舟を研究していますが私は古い時代の研究者で流通であったのですが、本日

の新しい考えでは物流に変わったと話されたのがよかったと思います。

かつて和気町に住んだことがあり、田原井堰の役割が分かり興味深かったです。和気か

ら津山にいたる町々の高瀬舟との関わりが分かり面白かった。

高瀬舟の運行の詳細がよく分りました。明らかにならない状況もあり興味深く聞きました。

古文書に基づいた高瀬舟を聞かせて頂き、有難いことです。

井堰の役割の大切さを初めて知りました。とても面白かったです。

高瀬舟にまつわる範囲が広い話で大変おもしろかった。

地域の物流の特色がとても興味深いと思いました。

知らない事ばかりであり身近な話でおもしろかった。

史料も読み易く直して下さってよみやすかったです。楽しい講座でした。

古文書が理解、読めるといいなと思います。

津山だけではなく、備前の事を教えて下さいました。

田原対川上などの史料から、当事者たちの心情や背景を垣間見ることができ、タイム

スリップしたかのような大変有意義な時間でした。

一

一一 一

玉置家文書

津山河岸船方古今徒

当日の資料では、わかり

やすく読み下しにしてく

ださり、聞きにこられた

皆様にも古文書の魅力が

伝わっていました。
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令和2年1月25日

第3回 ｢佐良山古墳群の発掘調査
一桑山｡桑山南｡細畝古墳群一」尾上元規氏

本年度3回目の美作学講座は、岡山県古代吉備文化財センターにお勤めで、現在佐良山古墳群

の発掘調査を担当されている尾上元規氏に、 「佐良山古墳群の発掘調査一桑山・桑山南・細畝古墳

群一」と題してご講演いただきました。

佐良山古墳群は、以前から全国的に知られたⅢ川流域一帯に広がる古墳群です。一般国道53号

線（津山南道路）改築工事に伴い、平成30年1月からこの古墳群の一部で発掘調査が行われてい

ます。まず、現在発掘調査をしている場所を写真で説明されました。現在桑山古墳1号～4号墳、

桑山南l号墳～5号墳、細畝古墳1号～3号墳を調査され、継続中とのことです。ご講演では、

これらの古墳と、いままで発掘調査されている美作の古墳などを比較検討しながら、テーマに沿っ

てお話をされました。

佐良山古墳群は、古墳時代後期の古墳です。この時期一番大きな古墳とされいる奈良県瀬山古

墳などとくらべると小さいのですが、一般の庶民が埋葬された古墳かというと、そうではありま

せん。古墳に葬られない人もいて、古墳の裾に石組みをした石棺や土坑墓があり、古墳時代が階

層社会であったことがわかります。

つぎに、美作地域における横穴式石室の変遷について図を使って示されました。桑山南1号墳

や細畝1号墳などは横穴式石室であり、 1つの石室に最初の埋葬の後から複数回にわたって埋葬

をおこなう追葬が行われています。横穴式石室への追葬に立ち会う経験が､｢黄泉国」などのイメー

ジをつくったのではないかといわれていることも紹介されました。

また、出土した陶棺や多彩な副葬品についても説明されました。陶棺は土でできた焼き物の棺

で、出土数のうち、全国の約70％が岡山県からの出土であり、その内の約70％が美作地域である

ことから、全国の約50％を美作地域からの出土が占めていること。副葬品は、武具･馬具･装身具・

須恵器や土師器といった土器などが出土しており、武器の中には、X線写真を撮影すると、銀象

嵌があることがわかった太刀などもありました。また、桑山南2号墳から出土した実物の特殊な

須恵器の高杯を見せてくださいました。この高杯は脚台の内側に玉を入れて底をふさいでおり、

振ると鈴のように音がなります。全国的にみても珍しいもので、儀式などに使われていたのでは

ないかと推測されました。

最後に、同じ古墳に並んで埋葬された人の関係性や同じ横穴式石室の中に埋葬された人の関係

性などについて言及されました。棺の違いが何を表しているのかなど、まだわからない事柄がた

くさんありますが、今後出土人骨の科学的分析などによって、明らかにされていくこともあるの

ではないかということでした。

私たちが住んでいる土地に眠っている古墳について、最新の情報を写真や図などを多用し、わ

かりやすくご説明くださり、聴講したみなさんは熱心に聞き入られ、質疑応答も活発に行われま

した。
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■アンケートより

古墳のことがよくわかりました。美作は陶棺が多い。 （割合が）

歴史に関心・興味は大いにあるのですが、古墳にはあまり興味がありませんでした。し

かし、今日の講演で大いに興味をそそられました。これから勉強したいと思います。あ

りがとうございました。

色々な事をおりこんで話していただき、楽しく分かりやすく聴くことができました。

古墳について体系的に説明してくださり良く理解できました。

(例竪穴式と横穴式、中央（大阪堺、奈良方面）と地方（吉備、佐良山）

佐良山古墳群発掘調査から、当時の人々の暮らしを想像することができました。

テーマ分けしてくださってとても聞きやすかった。全国的に有名と聞いてうれしく思っ

た。地元のことを知らないのはもったいないですね。

出土物などだけでなく神話や歴史など幅広く紹介していただき非常に楽しく勉強になり

ました。

陶棺といえば美作地方というのはとても興味深い。

今日のような近辺の驚きの話が聞ければ楽しいです。

とても分かりやすい講座でした。もっと多くの市民にも知っていただきたい歴史内容で

した。

発掘の成果をいろいろな面からわかりやすく説明していただき楽しく学ぶことができま

した。

へ
↓
－m

』

第3回会場のようす

当日実物の高杯を持って説明

してくださいました。振ると

士鈴のような音でした。
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新修津山市史資料編『考古』刊行予定

市史編さん室では、今年度末に新修津山市史資料編『考古』を刊行する予定です。

津山市内の旧石器時代から近世にかけて､200を超える遺跡について紹介しています。

各遺跡については概ね2頁にまとめられており、要点をつかむことができます。津山

の遺跡について知りたいと思ったとき、いままではそれぞれの遺跡について発行され

ている発掘報告書を探し、冊子に掲載されている膨大な情報から必要な箇所を探す、

という作業が必要でした。今後はこの資料編をまずご覧いただくことで、以前よりも

簡単に遺跡の情報を知ることができるようになります。津山市内の遺跡概論、発掘調

査のあゆみ、各時代毎の概論も掲載しています。ご期待ください。

『津山市史研究』第5号刊行予定

市史編さん室では『津山市史研究』第5号を3月末に刊行する予定です。鉄道、魚、

銭湯など美作の人々のくらしに密着した内容となっています。執筆者と内容は下記の

とおりです。

【第5号】

･前原茂雄「番台の黄昏一美作地方唯一の銭湯・最後の日々」

･小西伸彦「津山における鉄道敷設の歴史」

･尾島治「近世内陸城下町の海産物流通一津山城下町における新魚町の魚類販売特権

をめぐって－」

・資料翻刻「諸国風俗御問状同書上山陽道美作国農工商之部」

※新修津山市史資料編『考古」 ・ 『津山市史研究』第5号の価格や販売場所については、次号

以降に掲載する予定です。
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研究余録し

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
沼
村
絵
図
に
、
「
永
見
様

御
下
屋
敷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
広
い
敷
地
が
あ
り
ま
す

（
写
真
①
）
。
家
臣
の
下
屋
敷
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

の
「
津
山
御
城
下
惣
絵
図
」
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

永
見
家
の
下
屋
敷
は
そ
れ
ら
と
比
べ
て
広
く
見
え
ま
す
。

永
見
家
は
、
松
平
綱
国
（
更
山
）
の
子
で
あ
る
安
藤
主

殿
を
祖
と
す
る
家
で
、
津
山
藩
の
重
臣
で
し
た
。

松
平
綱
国
は
、
松
平
忠
直
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
。

光
長
の
養
子
に
入
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
天
和
元
年

（
一
六
八
こ
越
後
騒
動
に
連
座
し
て
備
後
福
山
へ
流

さ
れ
ま
し
た
。
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
は
許
さ
れ

江
戸
柳
原
邸
に
帰
り
ま
す
が
、
家
督
は
相
続
せ
ず
、
光

長
が
再
度
迎
え
た
養
子
の
宣
富
が
相
続
し
ま
し
た
。
元

禄
十
一
年
に
宣
富
が
美
作
国
十
万
石
を
拝
領
す
る
と
、

十
一
月
に
綱
国
は
津
山
に
入
り
ま
す
。
こ
の
綱
国
が
沼

村
と
日
上
村
に
屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、
度
々
訪
れ
て
い

ま
し
た
。

享
保
二
十
年
三
月
に
綱
国
が
亡
く
な
る
と
、
沼
村
で

茶
毘
に
付
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

十
二
月
、
綱
国
の
沼
御
屋
敷
は
安
藤
造
酒
助
（
主
殿
の

子
、
綱
国
の
孫
）
へ
下
さ
れ
、
日
上
山
屋
敷
は
藩
へ
差

し
上
げ
と
な
り
ま
し
た
（
国
元
日
記
）
。
安
藤
家
は
後
に

永
見
と
改
姓
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
沼
御
屋
敷
」
が
、

天
保
八
年
の
村
絵
図
か
ら
①

ｌ
沼
村
の
永
見
家
下
屋
敷
Ｉ

写
真
①
の
「
永
見
様
御
下
屋
敷
」
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
天
保
八
年
の
日
上
村
絵
図
に
は
日
上
山
屋
敷
ら

し
い
建
物
や
敷
地
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

『
津
山
史
蹟
』
（
津
山
市
教
育
会
編
一
九
三
六
年
）
に
、

こ
の
永
見
家
屋
敷
に
つ
い
て
、
沼
村
の
安
東
照
治
郎
氏

の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
に
よ
る
と
、
時

期
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
、
三
問
四
方
の
茅
屋
が
あ
り
、

三
方
壁
で
西
方
を
開
け
、
長
押
に
鑓
、
薙
刀
等
が
懸
け

て
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
（
東
）

蓮

ｈ
画
召
“
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1研究余録

勝
部
村
蓮
池

こ
の
「
勝
部
村
蓮
池
」
に
つ
い
て
は
、

『
新
訂
作
陽
誌
』
の
勝
部
村
と
籾
山
村
の

両
方
に
２
町
１
反
（
約
２
１
畑
）
の

広
さ
の
蓮
池
が
記
さ
れ
、
両
村
の
境
に
ま

「
町
奉
行
日
記
」
の
記
述

津
山
藩
の
「
町
奉
行
日
記
」
に
よ
れ
ば
、

ほ
ぼ
毎
年
６
月
（
ま
れ
に
７
月
初
旬
）
に
、

勝
部
村
蓮
池
の
蓮
葉
の
入
札
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
記
述
は
年
に
よ
っ
て
差
異
が

あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
明

和
８
年
（
１
７
７
１
）
６
月
肥
日
の
記
述

を
確
認
す
る
と
、
勝
部
村
蓮
池
の
蓮
葉
が

例
年
の
と
お
り
払
い
下
げ
ら
れ
る
の
で
、

入
手
を
希
望
す
る
者
は
即
日
ま
で
に
代

官
所
へ
入
札
を
差
し
出
す
よ
う
に
町
方

へ
触
れ
出
し
て
ほ
し
い
と
、
勘
定
奉
行
か

ら
町
奉
行
へ
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け

て
町
奉
行
は
大
年
寄
に
触
書
発
布
の
指

示
を
出
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
勝
部
村
蓮
池
の
蓮
葉
の
入
札
に

つ
い
て
は
、
「
勘
定
奉
行
日
記
」
の
元
文

６
年
（
Ⅱ
寛
保
元
・
１
７
４
１
）
６
月
別

日
に
も
記
事
が
見
ら
れ
、
遅
く
と
も
こ
の

頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

天
保
八
年
の
村
絵
図
か
ら
②

ｌ
勝
部
村
の
蓮
池
に
つ
い
て
ｌ

「
町
奉
行
日
記
」
の
記
述
た
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
蓮
葉
を
払

津
山
藩
の
「
町
奉
行
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
い
下
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
蓮
池

ほ
ぼ
毎
年
６
月
（
ま
れ
に
７
月
初
旬
）
に
、
が
藩
の
所
有
ま
た
は
管
理
下
に
あ
っ
た

勝
部
村
蓮
池
の
蓮
葉
の
入
札
が
行
わ
れ
と
推
測
で
き
ま
す
が
、
同
誌
に
そ
れ
ら

て
い
ま
す
。
記
述
は
年
に
よ
っ
て
差
異
が
し
い
記
載
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
天
保
８

あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
明
年
（
１
８
３
７
）
の
両
村
の
村
絵
図
で
は
、

和
８
年
（
１
７
７
１
）
６
月
肥
日
の
記
述
池
自
体
は
籾
山
村
に
あ
り
、
単
に
「
溜
池
」

を
確
認
す
る
と
、
勝
部
村
蓮
池
の
蓮
葉
が
と
示
さ
れ
る
だ
け
で
す
が
、
南
側
の
土

例
年
の
と
お
り
払
い
下
げ
ら
れ
る
の
で
、
手
は
勝
部
村
に
も
描
か
れ
、
そ
こ
に
「
蓮

入
手
を
希
望
す
る
者
は
即
日
ま
で
に
代
池
土
手
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
下
図
参

官
所
へ
入
札
を
差
し
出
す
よ
う
に
町
方
照
）
。
現
在
で
も
、
勝
部
と
籾
保
の
境
の

へ
触
れ
出
し
て
ほ
し
い
と
、
勘
定
奉
行
か
近
く
に
は
下
月
田
池
と
い
う
溜
池
が
あ

ら
町
奉
行
へ
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
り
、
南
側
は
長
い
土
手
な
の
で
、
こ
れ
が

て
町
奉
行
は
大
年
寄
に
触
書
発
布
の
指
か
っ
て
の
蓮
池
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

示
を
出
し
て
い
ま
す
。
ま
す
（
下
の
写
真
参
照
）
。

蓮
葉
の
用
途

さ
て
、
蓮
葉
は
い
っ
た
い
何
に
使
わ
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
小
学
館
『
日
本
国
語

は
す
の
は
う
り

大
辞
典
」
に
「
蓮
葉
売
」
の
項
目
が
あ

り
、
「
蓮
の
葉
を
売
り
歩
く
人
。
蓮
の
葉

う
ら
ぽ
ん

は
、
孟
蘭
盆
の
と
き
、
蓮
飯
を
作
っ
た
り
、

し
ょ
う
り
生
う
だ
な

精
霊
棚
に
敷
い
た
り
す
る
。
」
と
説
明
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
蓮
飯
」
の
項
目
に
は
、

も
ち
ご
め

「
糯
米
の
上
に
蓮
の
葉
を
か
け
て
蒸
し
、

葉
の
香
り
を
移
し
た
飯
。
盆
に
蓮
の
葉
に

盛
っ
て
仏
前
に
供
え
た
り
、
親
戚

に
配
っ
た
り
な
ど
し
た
。
」
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
『
岡
山
県
史
』

民
俗
Ｉ
の
第
８
章
「
年
中
行
事
」

に
よ
れ
ば
、
盆
の
と
き
に
床
の
間

に
祀
る
精
霊
棚
や
カ
ド
先
に
立
て

る
水
棚
に
、
蓮
の
葉
を
敷
い
て
か

ら
供
え
物
を
並
べ
る
風
習
が
、
県

下
の
各
地
で
確
認
で
き
る
よ
う
で

す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
勝
部

村
蓮
池
の
蓮
葉
も
、
落
札
し
た
商

人
を
通
し
て
売
り
広
め
ら
れ
、
盆

の
供
え
物
の
敷
物
と
し
て
使
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
盆
の
前
の
時
期
に
入
札
が
行

わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
（
小
島
）
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それぞれ「蓮池」の周辺部 勝部と籾保の境付近にある下月田池（南東端より）

、
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構
再
編
に
伴
う
大
庄
屋
側
の
対
応

先
述
し
た
通
り
、
構
の
再
編
に
よ
っ
て
構
の
数
は

減
少
し
た
。
そ
の
た
め
、
自
ら
が
務
め
る
は
ず
の
構

が
消
滅
し
た
大
庄
屋
も
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
具

体
的
に
み
て
い
く
。

一
つ
目
は
、
先
に
も
挙
げ
た
「
月
番
持
」
で
あ
る
。

複
数
の
大
庄
屋
で
一
つ
の
構
を
担
当
す
る
こ
と
で
、

大
庭
構
、
西
北
構
で
み
ら
れ
る
。
大
庭
構
は
目
木
構

と
河
内
構
が
合
流
し
て
成
立
し
た
構
で
あ
る
。
そ
こ

で
元
目
木
構
大
庄
屋
・
福
島
善
兵
衛
と
元
河
内
構
大

庄
屋
・
近
藤
忠
左
衛
門
に
「
月
番
持
」
が
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
「
月
番
持
」
は
世
襲
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
善
兵
衛
の
後
継
者
で
あ
る
信
治
郎
は
大

庄
屋
手
伝
に
就
任
し
て
い
る
。
一
方
、
西
北
構
は
先

述
し
た
通
り
、
香
々
美
構
と
田
邑
構
・
田
辺
構
の
一

部
が
合
流
し
て
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
は

元
香
々
美
構
・
田
邑
構
・
田
辺
構
の
大
庄
屋
だ
っ
た

中
島
多
右
衛
門
、
土
居
督
左
衛
門
、
土
居
藤
七
の
三

人
に
、
西
北
構
の
「
月
番
持
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
目
は
、
他
の
構
に
移
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
田

辺
構
大
庄
屋
で
あ
っ
た
土
居
藤
七
は
、
構
再
編
に
よ
っ

て
西
北
構
大
庄
屋
の
「
月
番
持
」
を
命
じ
ら
れ
た
。

天
保
九
年
の
領
地
替
に
伴
い
行
わ
れ
た
構
の
再
編
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「
印
鑑
帳
」

中
島
多
右
衛
門
の
履
歴
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
天
保

十
三
（
一
八
四
二
）
年
に
中
島
が
単
独
で
西
北
構
大

庄
屋
を
務
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
点
で
土
居
藤
七
は
西
北
構
の
大
庄
屋
で
は
な

く
な
っ
た
。
し
か
し
、
弘
化
二
（
一
八
四
六
）
年
三

月
時
点
で
も
土
居
藤
七
は
「
大
庄
屋
」
と
し
て
名
前

が
み
ら
れ
る
（
「
立
石
家
資
料
」
五
一
二
○
）
。
「
印
鑑

帳
」
な
ど
諸
資
料
か
ら
勘
案
す
る
と
、
こ
の
時
の
「
大

庄
屋
」
は
お
そ
ら
く
勝
北
構
大
庄
屋
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
土
居
藤
七
が
い
つ
か
ら
勝
北
構
の
大
庄
屋

に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
状
況
的
に
は
、
中
島

が
一
人
で
西
北
構
大
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
た
天
保
十
三

年
六
月
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
藤
七
の
後

継
者
と
思
わ
れ
る
土
居
藤
左
衛
門
は
、
田
辺
構
見
習
・

手
伝
を
歴
任
し
て
い
た
。
田
辺
構
大
庄
屋
に
な
る
た

め
の
準
備
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
構
の
再
編
に

よ
っ
て
田
辺
構
が
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
藤

左
衛
門
は
勝
北
構
大
庄
屋
手
伝
、
東
南
構
大
庄
屋
手

伝
と
い
う
よ
う
に
、
他
の
構
の
手
伝
を
転
々
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
弘
化
三
年
「
大
庄
屋
本
役
」

を
命
じ
ら
れ
る
。
藤
七
が
務
め
た
勝
北
構
大
庄
屋
を

継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
元
田
辺
構
の
土
居
藤
七
・

藤
左
衛
門
の
二
人
は
、
二
代
に
わ
た
っ
て
田
辺
構
と

直
接
関
係
の
な
い
勝
北
構
の
大
庄
屋
を
務
め
た
の
で

あ
っ
た
。
最
後
に
、
湯
本
構
に
つ
い
て
で
あ
る
。
湯

本
構
は
天
保
九
年
の
「
御
高
替
」
に
よ
り
「
御
上
知
」

さ
れ
た
構
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
大
庄
屋
で
あ
っ
た

美
甘
藤
平
が
、
本
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
「
御
領
分
大
庄

屋
手
伝
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
「
印
鑑
帳
」
美
甘
藤

平
）
。

地
域
社
会
の
混
乱
と
「
先
規
之
通
十
三
構
」
へ

こ
こ
ま
で
天
保
九
年
の
領
地
替
に
伴
い
構
が
再
編

さ
れ
て
八
と
な
っ
た
こ
と
、
構
再
編
に
伴
う
大
庄
屋

側
へ
の
対
応
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
構

の
再
編
は
わ
ず
か
十
五
年
足
ら
ず
で
見
直
さ
れ
る
。

「
印
鑑
帳
」
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
八

月
に
「
先
規
之
通
十
三
構
」
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
構
の
再
編
が
地
域
社
会
に
与
え
た

影
響
を
考
察
し
、
な
ぜ
十
五
年
足
ら
ず
で
構
の
数
が

も
と
へ
戻
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
「
郡
代
日

記
」
に
よ
る
と
、
大
庄
屋
の
家
筋
の
数
に
合
わ
せ
て

十
三
に
戻
す
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
尾
島

治
氏
が
「
こ
こ
（
筆
者
注
韮
嘉
永
六
年
八
月
）
で
の

大
庄
屋
構
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
が
は
っ

ｌ
そ
の
２
１

小
林
雄
一

郎

、
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き
り
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
（
「
近
世
の
二
宮

地
域
」
、
『
二
宮
歴
史
文
化
顕
彰
記
念
誌
』
、
２
０
０
９

年
Ｊ
こ
の
説
明
は
、
あ
く
ま
で
も
表
向
き
の
理
由
に

過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
し
て
き

た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
私
は
構
の
再
編
に
よ
る
地
域

社
会
の
混
乱
が
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
一
に
、
構
の
分
割
方
針
と
実
態
と
の
蝿
酷
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
構
の
名
称
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
八
つ
と
な
っ
た
構
は
郡
を
基
準
に
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
通
り
、
西
北
条
郡
と
西
々

条
郡
か
ら
な
る
田
辺
構
が
、
実
際
に
は
西
北
構
と
東

南
構
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
印
鑑
帳
」

に
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
事
実

で
あ
る
。
「
印
鑑
帳
」
作
成
者
が
誤
っ
て
記
述
し
た
可

能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
「
西
々
構
」
と
「
東
南
構
」

を
混
同
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
仮
に
万
一
、
そ
の

よ
う
な
混
同
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ

受
け
入
れ
る
側
の
混
乱
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

ま
た
、
【
表
】
（
陥
頁
）
を
み
る
と
、
山
北
構
と
香
々

美
構
は
、
二
つ
の
郡
に
ま
た
が
る
構
に
も
関
わ
ら
ず
、

分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
単
一
の
構
（
山
北
構
は
東
南

構
、
香
々
美
構
は
西
北
構
）
に
そ
の
ま
ま
編
入
さ
れ

て
い
る
。
従
来
の
構
の
枠
組
を
踏
襲
し
た
も
の
と
は

い
え
、
郡
を
基
準
に
し
た
と
み
ら
れ
る
構
の
分
割
方

針
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
構
の
分
割
方
針
自
体
の
問
題
で
あ
る
。

郡
を
基
準
と
す
る
構
の
再
編
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
は

十
四
（
湯
本
構
を
除
け
ば
十
三
）
か
ら
八
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
一
つ
の
構
の
規
模
が
拡
大
し
た
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
郡
を
基
準
と
し
た
た
め
、
元
々
別
の
構

内
に
あ
っ
た
村
が
一
つ
の
構
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
は

先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
か
ら
言
え

る
こ
と
は
、
大
庄
屋
に
か
か
る
負
担
が
増
大
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
構
の
数
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
大
庄
屋
に
な
れ
な
い
者
が
発
生
し

た
。
先
述
し
た
元
田
辺
構
の
土
居
藤
七
・
藤
左
衛
門

の
よ
う
な
事
例
は
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
典
型
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
西
々
構
で
は
こ
の
時
期
二

度
の
大
庄
屋
交
替
が
あ
り
、
中
島
多
右
衛
門
と
土
居

藤
左
衛
門
が
西
々
構
大
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
先
に
み
た
通
り
、
中
島
は
西
北
構
の
大
庄
屋
兼

任
で
、
土
居
は
元
田
辺
構
大
庄
屋
手
伝
や
、
勝
北
構

大
庄
屋
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
る
。
西
北
構
は
西
々

構
に
隣
接
し
、
元
田
辺
構
は
西
々
条
郡
の
村
も
含
ん

で
い
る
。
そ
の
た
め
、
両
者
と
も
西
々
構
と
全
く
無

関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
受
け
入

れ
る
側
と
し
て
は
、
好
ま
し
い
状
況
で
あ
っ
た
と
は

言
い
難
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
ｌ
な
ぜ
構
の
再
編
は
行
わ
れ
た
の
か

こ
こ
で
は
、
結
果
的
に
は
地
域
社
会
の
混
乱
を
招

く
だ
け
に
終
わ
っ
た
構
の
再
編
が
、
な
ぜ
行
わ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
大
庄
屋
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
構
再
編
は
負
担
の
増
大
や
「
既
得
権
」
の
喪
失

を
引
き
起
こ
す
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
地
域
社
会
に

住
む
人
々
か
ら
し
て
も
、
地
域
の
実
情
を
よ
く
知
ら

な
い
大
庄
屋
の
就
任
す
る
場
合
が
あ
り
、
有
利
に
な

る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
構
の

再
編
は
、
地
域
の
要
請
を
受
け
て
行
わ
れ
た
と
い
う

よ
り
は
、
藩
に
よ
る
上
か
ら
の
動
き
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
藩
が
構
の
再
編
を
行
っ
た
の
は
な
ぜ
な

の
か
。
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
郡
単
位

の
方
が
地
域
の
把
握
が
し
や
す
い
、
②
大
庄
屋
を
減

ら
す
こ
と
で
少
し
で
も
藩
の
出
費
を
抑
え
る
、
と
い
っ

た
点
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
①
に
関
し
て
、
「
印
鑑

帳
」
と
、
家
定
の
代
替
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
安

政
二
年
三
月
付
の
「
領
知
目
録
」
（
『
津
山
松
平
藩
文

書
』
、
津
山
郷
土
博
物
館
蔵
）
と
を
比
較
す
る
と
、
興

味
深
い
点
を
う
か
が
え
る
。
「
印
鑑
帳
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
村
数
の
合
計
が
、
二
三
五
村
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
「
領
知
目
録
」
記
載
の
村
数
は
一
七
六
村
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
場
に
よ
る
村
の
捉

え
方
の
相
違
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
印

鑑
帳
」
を
作
成
し
た
大
庄
屋
は
じ
め
在
地
の
側
に
は
、

鯵
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そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
や
権
益
・
財
産
が
あ
る
。
そ
れ
ら

を
反
映
す
る
と
、
村
の
単
位
は
細
分
化
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
領
知
目

録
」
を
作
成
し
た
支
配
者
側
は
、
そ
う
し
た
事
情
を

踏
ま
え
る
こ
と
な
く
、
大
枠
で
捉
え
よ
う
と
す
る
。

「
領
知
目
録
」
は
、
幕
府
か
ら
津
山
藩
に
与
え
ら
れ
た

も
の
の
た
め
、
必
ず
し
も
津
山
藩
の
認
識
を
反
映
し

た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
二
つ
の
資
料
に

お
け
る
村
の
捉
え
方
の
相
違
こ
そ
、
構
の
再
編
を
め

ぐ
る
問
題
の
本
質
と
い
え
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
他
の
理
由
に
は
、
大
庄
屋
層
へ
の
圧
力
と
い
う
点

も
考
え
ら
れ
る
。
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
、
大
庄

屋
は
そ
の
格
式
と
帯
刀
を
廃
止
さ
れ
、
不
正
の
疑
い

が
あ
る
と
し
て
入
牢
と
な
っ
て
い
る
（
『
津
山
市
史
」

第
四
巻
二
一
八
ペ
ー
ジ
、
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
）
。
改

革
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
大
庄
屋
は
牢
か
ら
解
放
さ
れ
、

旧
来
の
仕
様
に
戻
る
が
、
そ
の
際
に
大
庄
屋
十
人
の

う
ち
六
人
が
地
方
目
付
、
残
り
の
四
人
が
地
方
目
付

手
伝
と
し
て
、
大
庄
屋
制
が
復
活
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
時
か
ら
地
方
目
付
の
担
当
地
域
が
構
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
『
津
山
市
史
』
第
四
巻
一
五
三
ペ
ー

ジ
、
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
）
。
今
回
の
ケ
ー
ス
は
こ
の

事
例
に
よ
く
似
て
い
る
感
も
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、

構
再
編
当
初
で
は
、
従
来
の
大
庄
屋
は
「
月
番
持
」

と
い
う
形
で
そ
の
地
位
を
安
堵
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
月

番
持
」
は
世
襲
さ
れ
ず
、
後
継
者
に
は
「
大
庄
屋
手
伝
」

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
化
二
年
三
月
時

点
で
は
、
大
庄
屋
八
人
、
大
庄
屋
手
伝
五
人
と
い
う

体
制
に
な
っ
た
（
「
立
石
家
資
料
」
五
一
二
○
）
。
藩

の
目
的
は
、
か
つ
て
の
大
庄
屋
制
復
活
・
構
の
設
置

当
時
の
状
態
へ
戻
す
と
い
う
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
構
を
再
び
複
数
で
担
当

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
庄
屋
の
独
断
を
封
じ
よ

う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
時
期
に
大
庄
屋
の
独
断
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う

な
直
接
的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
今
後
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

天
保
九
年
の
領
知
替
に
よ
っ
て
、
津
山
藩
は
小
豆

島
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
小
豆
島
に
は
五
人
の

大
庄
屋
が
任
命
さ
れ
た
。
美
作
国
内
の
構
の
数
が

十
三
か
ら
八
と
な
っ
た
の
は
、
津
山
藩
全
体
の
構
の

数
を
調
整
す
る
た
め
と
い
う
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。

最
後
に
、
「
先
規
之
通
十
三
構
」
へ
戻
っ
た
嘉
永
六

年
と
い
う
年
代
に
注
目
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
。

『
津
山
市
史
」
に
よ
れ
ば
、
津
山
藩
主
・
松
平
斉
民

は
、
天
保
九
年
以
降
も
領
地
の
加
増
を
要
求
し
続
け

て
い
た
含
津
山
市
史
』
第
四
巻
、
三
一
三
ペ
ー
ジ
）
。

結
果
的
に
こ
の
要
求
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

仮
に
加
増
さ
れ
た
場
合
、
新
領
を
ど
の
構
に
編
入
す

る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
際
に
、
郡
を
単
位
に
構

を
編
成
し
て
い
れ
ば
、
ど
の
構
に
編
入
す
べ
き
か
が

客
観
的
に
明
白
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
準
備
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
嘉
永
六
年
に
「
先

規
之
通
十
三
構
」
へ
戻
っ
た
理
由
も
説
明
で
き
る
。

嘉
永
六
年
は
、
斉
民
の
兄
で
江
戸
幕
府
第
十
二
代
将

軍
で
あ
る
徳
川
家
慶
が
亡
く
な
っ
た
年
で
あ
る
。
将

軍
で
あ
る
兄
・
家
慶
と
い
う
強
力
な
後
ろ
盾
を
亡
く

し
た
こ
と
で
、
津
山
藩
が
今
後
加
増
さ
れ
る
可
能
性

は
低
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
、
領
内
を

混
乱
さ
せ
る
だ
け
の
構
の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
嘉
永
六
年
と
い
え
ば
、

幕
末
の
大
事
件
で
あ
る
ペ
リ
ー
来
航
と
同
じ
年
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
が
直
接
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
ペ
リ
ー
来
航
に
代
表
さ
れ
る
幕
末

の
動
乱
の
な
か
に
、
今
回
の
出
来
事
を
位
置
付
け
ら

れ
な
い
か
と
い
う
点
も
今
後
考
え
て
い
き
た
い
。

（
市
史
編
さ
ん
室
嘱
託
職
員
）

⑮



…翻

【表】各構と郡の対応表(※市史だより'4号に掲載したものを再掲）

｢大庄屋印鑑帳｣、 「津山藩大庄屋櫛調書｣、安政2年3月付「知行目録」 （｢津山松平藩文瞥｣、津山郷土博物館蔵）を基に作成

鰺鯵

栂 郡 村 村数 備 考

田邑栂

西北条郡

西々条郡

下田邑村川西、同村川東、上田邑村北分、同村南分、同村東分、
同村見内分、同村午田分

古川村東分､同村西分､同村之内布原分､寺元村､宗枝村､真加部村、

戸島村

7

7

二宮構 西々条郡
二宮村、吉原村、下原村、薪森原村、河本村、
庄村南分、同村北分、神戸村東分、同村西分

高山村、原村、院
11

山北栂

西北条郡

東南条郡

山北村、惣社村、小原村、上河原村、小田中村、同村之内新田分、

同村之内広原分

河崎村、野介代村、同村之内太田分、林田村、同村之内上之町、

志戸部村、沼村、勝部村上分、同村下分

7

9

香々美構

西北条郡

西々条郡

藤屋村、中村

和田村、貞永寺村、上森原村、下森原村、馬場村、入村上分、入

村下分、塚谷村、瀬戸村、土居村上分、土居村下分、小座村上分、
小座村下分

2

13

田辺構
西北条郡

西々条郡

東田辺村山方、同村原方、西田辺村、公保田村、沖村、澤田村、

市場村

円宗寺村、同村下分、竹田村東組、同村西組

7

4

ただし田辺櫛はなぜか東南構と西北

構に分かれて縄入されている

一宮構

東南条郡

東北条郡

西北条郡

東一宮村里方上組、同下組、同山方西組、同山方東組、紫保井村、
大田村、籾山村

上横野村上分、同村下分、同村之内奥谷分、下横野村上組、同村

下組

西一宮村、同村之内湯谷分

7

5

2

｢栂調書」の籾保村は、明治5年

に籾山村と紫保井村が合併して成立

押入栂

東南条郡

勝南郡

勝北郡

吉野郡

押入村下分、同村上分、高野山西村

日上村、国分寺村、瓜生原村

河面村、楢村、新野東村下分、同村上西分、同村上東分、勝加茂

東村安井分、同村坂上分、同村東原分、上野田村、上町川村

馬形村、長谷内村、小房村、小野村、鷺巣村、田井村、梶原村

3

3

10

7

上町川村は「櫛調書」に記載がな

いが、勝北郡に属する

大篠構

東北条郡

東南条郡

大篠村東分、同村西分、上高倉村、下高倉村西分、同村東分、草

加部村

野村、高野東村、同村北分、同村西分、山西村之内山東分

6

5
山西村之内山東分は「櫛調書」に
記戦がないが、東南条郡に属する

綾部構 東北条郡

綾部村東分、同村西分、吉見村、同村之内八代分、成安村、公郷
村上分､同村中分､同村下分､小中原村､中原村､成安村之内下原分、

下津川村、百々村、原口村、楢井村、同村之内青山分、行重村西分、

同村東分、桑原村

19

河辺構
勝南郡

英田郡

河辺村、同村之内井口分、西吉田村、新田村、金井村、同村之内

中原分､則平村､福力村､稲穂村､池ヶ原村西分､同村東分､福吉村、

黒坂村、下香山村、北坂村、奥大谷村､下大谷村、青木村､殿所村、

中山村、勝間田村、東吉田村、黒土村、畑屋村、吉留村、同村之

内重藤分、塩気村、小矢田村、湯郷村、明見村、入田村、中尾村、

岡村、岩見田村、飯岡村、吉ヶ原村、周佐村、百々村、為本村、里

金井村、中原村

倉敷村、三海田村、沢村

41

3

里金井村、中原村は「構調書」に

記戦がないが、勝南郡に属する

一方構

久米南条郡

久米北条郡

一方村、北村、井口村、大谷村、横山村、八出村、小桁村、金屋村、

古城村東分、同村西分、馨田村、中島村、塚角村、定宗村、八神

村

錦織村東分、同村西分、戸脇村、宮尾村、領家村、南方中村、中
北上村、同下村、宮部下村、同上村

15

10

八神村は「櫛調書」 「知行目録」

に記載がないが、久米南条郡に属

する

河内構 大庭郡

上河内村中分、同村西谷分、同村東谷上分、同村同下分、同村下
分上組、同村同下組、同村当免分、下河内村上分、同村下分、西

原村、赤野村、野川村、平松村、古見村原方、同村山方、田原村

16

目木構 大庭郡

目木村、同村之内上分、三崎河原村、同村之内中原分、台金屋村、

中島村､多田村､鍋屋村､大庭村､久世村原方､同村山方､樫村東谷、
同村西谷、同村之内溺殖分、余野上村、同下村

16

合 計 235



研究ノート】

は
じ
め
に

夏
に
な
る
と
、
各
地
で
花
火
大
会
が
開
か
れ
ま
す
。

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
日
本
に
お
け
る
花
火
は
、
火
薬

の
配
合
を
学
ん
だ
鉄
砲
伝
来
以
来
の
も
の
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
室
町
時
代
末
期
に
は
花
火
の
簡
単
な
製

造
・
打
ち
上
げ
の
技
術
は
知
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
（
１
）
。
観
賞
用
の
大
花
火
が
普
及
し
た
の
は
江

戸
時
代
で
し
た
。
江
戸
で
有
名
な
両
国
の
花
火
（
図
①
）

は
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
大
飢
鯉
や
疫
病

に
よ
る
死
者
供
養
と
災
厄
除
去
を
願
う
た
め
に
行
わ

れ
た
打
ち
上
げ
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
享
和
年
間
（
一
八
○
一
～
四
）
に
は
、
打
ち
上

げ
花
火
に
何
十
種
類
も
の
種
類
・
名
称
が
あ
っ
た
と

い
い
、
普
及
の
ほ
ど
が
わ
か
り
ま
す
（
２
）
。

花
火
は
人
々
の
慰
め
に
な
る
一
方
、
火
災
の
原
因

に
も
な
り
う
る
も
の
で
す
。
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
、

江
戸
で
花
火
を
規
制
す
る
御
触
れ
が
出
ま
し
た
（
３
）
。

そ
の
後
も
、
度
々
御
触
れ
が
出
さ
れ
、
江
戸
の
御
触

書
を
集
め
た
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
に
は
、
「
花
火
之

部
」
が
あ
り
、
江
戸
に
お
け
る
花
火
の
規
制
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
御
触
れ
に
よ
る
規
制
が

徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
時
期
江
戸
で
は
、
川
筋
な
ど
で
の
花
火
は
認
め
ら

津
山
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
花
火

図

之
通
辻
躍
辻
相
撲
花
火
な
ら
び
に
近
き

在
々
へ
参
躍
候
儀
諸
事
何
に
よ
ら
ず
不
形
儀
成
儀
仕
花
火
を
め
ぐ
る
規
制

間
敷
候
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
花
火
が
出
て
き
ま
す
。
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
八
月
三
日
、
「
諸
所
に

「
例
年
の
通
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
前
か
ら
花
火
が
て
花
火
が
立
ち
候
儀
長
シ
候
」
こ
と
が
問
題
に
な
り

行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
森
家
ま
す
。
「
早
速
止
め
る
よ
う
に
御
家
中
の
面
々
へ
話
し

時
代
の
花
火
に
つ
い
て
、
資
料
が
少
な
く
今
の
と
こ
て
お
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
御
法
度
で
は
な
い
。

ろ
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
火
の
元
の
こ
と
だ
か
ら
止
め
る
よ
う
に
伝
え

松
平
家
が
津
山
に
入
っ
て
以
降
は
、
国
元
日
記
な
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

ど
資
料
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
花
火
に
つ
い
て
の
記
や
は
り
御
法
度
で
は
な
い
こ
と
だ
か
ら
な
の
か
、
お

述
が
あ
り
ま
す
。
松
平
家
が
津
山
へ
来
た
当
初
か
ら
触
れ
と
す
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
な

宝
暦
期
ま
で
、
国
元
日
記
中
の
花
火
を
め
ぐ
る
記
述
さ
れ
、
御
徒
目
付
が
見
回
り
の
と
き
、
花
火
を
し
て

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
津
山
に
お
け
る
花
火
の
状
況
い
る
者
を
見
つ
け
た
場
合
、
事
情
を
伝
え
る
と
い
う

を
考
え
て
み
ま
す
。
こ
と
に
決
ま
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
宝
永
六
年
当
時
、

様
々
な
場
所
で
花
火
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
花

火
自
体
が
御
法
度
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

れ
て
い
ま
し
た
。

津
山
に
お
い
て
、
花
火
は
、
森
家
が

藩
主
だ
っ
た
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
『
津
山
温
知
会
誌
』
第
十
一

編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
徳
守
宮
神
主

小
原
家
日
記
」
の
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）

七
月
の
御
触
書
受
書
に
、
．
、
例
年

東
万
里
子

八
J Q

I

ー

一 画▲ ｡ －

一一

l
図①歌川広重「江戸名所百景両国花火」

東京国立博物館提供

（ホームページより）を加工

司診
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享
保
二
年
七
月
九
日
に
は
、
盆
中
の
火
の
元
に
関

す
る
触
れ
に
続
い
て
、
花
火
に
つ
い
て
記
述
が
あ
り

ま
す
。
「
こ
の
間
所
々
で
花
火
が
見
え
る
が
、
人
家
か

ら
遠
い
場
所
で
す
る
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
。
同
三

年
十
月
一
日
に
も
、
花
火
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え

ま
す
。
「
近
年
は
秋
に
至
っ
て
も
花
火
が
行
わ
れ
て
い

る
。
（
藩
主
の
）
御
慰
め
に
ご
覧
に
な
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
頻
繁

に
あ
る
の
は
よ
く
な
い
。
士
・
町
家
の
裏
河
原
は
も

ち
ろ
ん
御
城
近
辺
森
茂
り
候
場
所
に
て
玉
火
・
り
う

星
・
火
上
げ
は
無
用
で
あ
る
。
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
理

由
が
あ
り
、
右
の
よ
う
な
た
か
く
上
が
る
花
火
（
玉
火
．

り
う
星
・
火
上
げ
）
を
す
る
場
合
は
、
何
本
と
数
を

決
め
、
場
所
も
支
配
方
へ
伝
え
た
う
え
で
す
る
べ
き

だ
。
ま
た
、
来
年
の
夏
、
（
藩
主
は
江
戸
へ
参
勤
で
）

御
留
守
な
の
で
、
大
切
な
饗
応
は
江
戸
表
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
伝
え
て
お
く
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ
こ
か
ら
も
、
花
火
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
夏
だ

け
で
は
な
く
秋
に
入
っ
て
も
花
火
が
あ
が
っ
て
お
り
、

盆
な
ど
の
行
事
に
関
連
し
な
い
、
遊
び
と
し
て
の
花

火
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
「
士
・
町

家
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
士
も
町
人
も
花
火
を
楽

し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
、
津
山
で
花
火
が
普
及
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
高
く
上
が

藩
主
も
花
火
を
見
る

享
保
三
年
十
月
一
日
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

る
花
火
に
つ
い
て
は
場
所
や
本
数
を
事
前
に
知
ら
せ

て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

宝
暦
頃
に
な
る
と
、
少
し
状
況
が
か
わ
り
ま
す
。

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
七
月
二
十
三
日
、
芥
子
の

間
中
と
諸
月
番
へ
あ
て
た
廻
状
は
、
「
花
火
之
義
兼
て

御
停
止
」
か
ら
始
ま
り
、
「
近
来
子
供
遊
び
の
花
火
に

似
せ
て
人
家
近
辺
に
て
も
花
火
が
あ
る
と
聞
く
が
、

か
ね
が
ね
仰
せ
出
さ
れ
て
い
た
通
り
、
堅
く
無
用
で

あ
る
。
も
し
合
図
火
修
行
を
し
た
い
も
の
が
い
れ
ば
、

支
配
頭
へ
断
っ
て
か
ら
行
う
こ
と
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
前
提
と
し
て
か
ね
て
か
ら
花
火
が

停
止
で
あ
っ
た
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
貫
徹
さ
れ
て
お
ら
ず
、
火
災
の
お
そ
れ

が
高
い
人
家
周
辺
で
も
花
火
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
同
日
の
町
奉
行
日
記

に
は
、
右
の
廻
状
の
内
容
に
追
加
し
て
、
「
花
火
商
売

を
し
て
は
い
け
な
い
旨
を
先
だ
っ
て
か
ら
触
れ
て
い

る
が
、
所
々
で
商
売
を
し
て
い
る
も
の
が
い
る
と
聞

く
。
も
し
隠
れ
て
商
売
を
し
た
ら
吟
味
を
と
げ
、
答

を
申
し
つ
け
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
津
山
の
町

中
で
、
花
火
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

ど
ん
な
花
火
か
？

江
戸
時
代
の
花
火
は
、
現
在
の
よ
う
に
明
る
く
華

麗
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
３
）
。

時
代
は
下
が
り
ま
す
が
、
図
②
は
鍬
形
薫
斎
が
文

化
三
年
（
一
八
○
六
）
に
描
い
た
「
近
世
職
人
尽
絵
詞
」

の
花
火
部
分
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
花
火
師
が
舟

に
の
っ
て
細
長
い
円
柱
状
の
も
の
を
持
ち
、
そ
の
先

か
ら
赤
色
の
花
火
が
出
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
頃
刊
行
さ
れ
た
『
和
漢
三

才
図
絵
』
に
は
、
図
②
の
花
火
師
が
持
っ
て
い
る
よ

藩
主
も
花
火
を
見
て
い
ま
し
た
。
藩
主
が
江
戸
に
い

て
津
山
に
い
な
い
こ
と
が
、
花
火
を
控
え
る
べ
き
理

由
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
藩
主
の

た
め
と
い
う
名
目
で
花
火
を
あ
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
七

月
二
十
五
日
に
は
、
こ
の
年
初
め
て
帰
国
し
た
藩
主

長
孝
が
八
時
（
午
後
二
時
前
後
）
か
ら
御
対
面
所
（
現

在
の
衆
楽
園
）
に
入
り
、
暮
れ
時
よ
り
花
火
を
見
て

四
時
過
ぎ
（
現
在
の
午
後
十
時
前
後
）
に
帰
っ
た
と

い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
宝
暦
二
年
十
二
月
に
は
、
奥
村
藤
助
が
花

火
御
用
を
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
褒
美
を
も
ら
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
花
火
が
「
御
用
」
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

⑬
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描
か
れ
て
い
ま
す
（
図
③
）
。

江
戸
時
代
の
津
山
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
花
火

が
あ
っ
た
の
か
、
絵
図
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
享
保
三
年

十
月
一
日
に
、
玉
火
・
り
う
星
（
流
星
）
・
火
上
げ
と

い
う
記
述
が
見
え
ま
す
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ

る
と
、
玉
火
は
「
打
ち
上
げ
花
火
の
美
称
」
、
流
星
は

「
の
ろ
し
や
花
火
で
、
曲
線
を
描
い
て
光
り
な
が
ら
流

れ
落
ち
る
さ
ま
の
も
の
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
流
星
は
、

言
葉
の
意
味
か
ら
推
測
す
る
と
、
図
①
の
「
両
国
花
火
」

に
描
か
れ
て
い
る
線
状
の
花
火
や
、
図
②
・
図
③
の

の
ろ
し
の
よ
う
な
花
火
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
玉
火
・
流
星
は
江
戸
に
お
い
て
も
規
制
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
江
戸
で
は
か

ら
く
り
花
火
も
規
制
さ
れ
ま
す
が
、
津
山
で
は
か
ら

く
り
花
火
に
つ
い
て
、
享
保
三
年
の
時
点
で
は
言
及

が
あ
り
ま
せ
ん
。

宝
暦
八
年
に
は
「
子
供
遊
び
の
花
火
」
と
い
う
記

述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
津
山
に
お
い
て
子
供
に
ま
で

普
及
し
て
い
る
状
況
が
わ
か
り
ま
す
。
『
和
漢
三
才
図

絵
』
に
は
、
「
花
火
線
香
」
と
「
鼠
花
火
」
に
つ
い
て

記
述
が
あ
り
ま
す
。
鼠
花
火
は
、
「
火
を
口
薬
に
つ
け

る
と
忽
ち
し
ゅ
し
ゅ
と
い
う
音
を
出
し
て
走
る
。
小

う
な
長
細
い
円
柱
状
の
も
の
が
置
い
て
あ
り
、
そ
の

先
か
ら
た
く
さ
ん
の
星
が
飛
び
出
し
て
い
る
様
子
が

卵
ひ
め

＆
宅

■
勺
か

今

ｰ

華
一

旨

準
曇蟻

●
ａ
■

'I
夕
室

塑

皇〆三a△

－－ユー
ロ

ー

図②鍬形意斎「近世職人尽絵詞中巻」東京国立博物館提供（ホームページより）を加工

お
わ
り
に

津
山
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
規
制
が
な
さ
れ
な

が
ら
も
、
花
火
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
花
火
は
か
ね
て
か
ら
禁
止
だ
と
の
記
述
が
あ

る
宝
暦
八
年
以
降
に
つ
い
て
詳
細
は
今
後
の
課
題
で

す
が
、
町
奉
行
日
記
を
み
る
と
、
花
火
が
あ
が
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

六
月
、
川
向
に
て
誰
か
が
あ
げ
た
花
火
が
小
性
町
へ

落
ち
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
六
月
、
吹
屋
町
向

河
原
で
あ
げ
た
花
火
が
吹
屋
町
と
新
魚
町
へ
飛
び
落

ち
て
い
ま
す
。
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
に
は
、
藩

主
が
御
対
面
所
へ
入
っ
た
と
き
、
花
火
が
あ
っ
た
と

児
は
こ
れ
で
遊
ぶ
。
」
と
あ
り
、
津
山
の
子
供
た
ち
も

こ
の
よ
う
な
花
火
で
遊
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

－

；

図③『和漢三才図絵』8

(平凡社）花火の項の図を参照［花火の項の図を参照して作成

⑮
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記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
藩
主
や
子
供
も
含
め
、
津
山
の
人
々

が
花
火
を
楽
し
ん
で
い
た
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
１
）
『
国
史
大
辞
典
』
「
花
火
」
の
項
目

（
２
）
前
掲
（
１
）
。

（
３
）
武
藤
輝
彦
箸
『
日
本
花
火
の
あ
ゆ
み
』
（
二
○

○
○
年
）

平
成
訓
年
に
刊
行
し
た
『
つ
や
ま
の
民
話
」
を
津
山
郷
土
博
物
館
お

よ
び
市
内
書
店
に
て
２
，
０
０
０
円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
岡
山
民
俗

学
会
名
誉
理
事
長
で
、
日
本
民
話
の
会
会
長
で
あ
る
立
石
憲
利
氏
が
調

査
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
民
話
７
６
０
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
津
山

語
り
の
会
の
皆
様
に
も
活
用
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
好
評
を
博
し
て

い
ま
す
。

Ａ
５
版
・
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
・
本
文
６
４
０
頁
で
す
。

新
修
津
山
市
史
別
巻

夛
や
ま
の
民
話
」
好
評
販
売
中
で
す
。

断修泳lll'li史別巻
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